
 

株式会社コシダテック 

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画（第 1 回）  

 

 

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ること

によって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように 

行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 平成 23 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日までの 2 年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 

 

●平成 23  年 4 月～ 年次有給休暇の取得状況について実態把握 

●平成 23 年  6 月～ 労働組合と協議し、具体的な施策を策定 

●平成 23 年 10 月～ 取得促進のための取組み開始 

●平成 24  年  1 月～ 年次有給休暇取得促進施策の暫定導入 

                        効果の検証および労働組合との協議 

●平成 24  年 11 月～ 本格導入案の策定および展開 

●平成 25  年  1 月～ 年次有給休暇取得促進施策の本格導入 

効果の検証 

目標： 全員が年次有給休暇を取得しやすい職場環境を整備する。   


